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農林水産技術会議事務局交渉（全農林労働組合東京地方本部技術会議分会）
議 事 要 旨

１．開催日時：平成２２年９月１７日（金）１２：２０～１２：４１

２．場 所：農林水産技術会議事務局 資料室

３．出 席 者
農林水産技術会議事務局 大内 秀彦 総務課長

同 岡本 典夫 総務課管理官
同 岡市 一範 総務課課長補佐（管理班担当）
同 西村 丈寿 総務課管理班管理第１係長

全農林労働組合東京地方本部
技術会議分会 久保田次雄 委員長

同 長坂 善禎 副委員長
同 児玉 秀一 書記長
同 小屋松雅史 会計長

４．議 題：全農林労働組合東京地方本部技術会議分会提出 別添「要求書」

５．議事概要
○岡市管理班長

ただいまから技術会議分会要求に基づく交渉を開催する。交渉に先立ち、
予備交渉の段階で取り決めた事項を報告する。技術会議分会から提出され
た要求事項のうち、「新たな労使関係の構築に関する基本方針」に基づき
交渉対象とする事項は、Ⅱ、Ⅲとし、Ⅰについては管理運営事項に該当す
ることや農林水産技術会議事務局の権限外の事項であることから、要望事
項として承るとの整理をした。それを前提として交渉を開始する。

○久保田委員長
本日はお忙しいところ有り難うございます。
要求事項については、書記長から説明させて頂く。いずれも組合員から

の切実なものなので、誠意を持って対応して頂きたい。

○児玉書記長
要求内容については、過日提出した要求書のとおりであるので、よろし

くお願いする。

○大内総務課長
まず、超過勤務の縮減については、平成２０年３月に平成２２年までに

達成すべき超過勤務縮減目標を定め、超過勤務縮減の徹底を図ってきたと
ころである。

また､本年７月からは完全定時退庁日を月１回とし、取り組みを徹底し
たところである。

なお、７月分の超過勤務の実績報告からは、局議において各管理者から
増減理由を説明しており、業務量の的確な把握に努めることとしている。
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今後も定期的に超過勤務縮減の取り組みの検証をし、また、業務自体の
見直しを徹底して行い、超過勤務の縮減に取り組んで参りたい。

つぎに、働きやすい職場の実現についてであるが、
（１）パワー・ハラスメントについては、公務能率の維持・増進の観点か
らも防止等に積極的に取り組む問題と認識しているところである。

本年１月、人事院が作成した「「パワー・ハラスメント」を起こさない
ために注意すべき言動例について（通知）」において、「管理監督者は、
この言動例等を参考にしながら、「パワー・ハラスメント」について十分
問題意識を持つとともに、自ら、「パワー・ハラスメント」を起こさない
のはもちろんのこと、職場において「パワー・ハラスメント」が起きてい
ないかどうか日常的に注意することが重要」とされており、この通知を平
成２２年１月の局議において管理監督者に周知したほか、全職員に周知し
たところである。

パワーハラスメントに該当するかどうかは、当該言動が継続して行われ
ているものかどうか、当該言動が行われることとなった原因、当該言動が
行われた状況等をも踏まえて判断する必要があり、難しい問題ではあるが、
職員がパワーハラスメントを受けたと感じた場合には、苦情相談窓口及び
人事当局に相談をしていただきたい。

相談があった場合には、真摯に受け止め確認を行い、個人間のトラブル
として片づけるのではなく、職場管理の問題として両者の人間関係の改善
など、的確な対応をしてまいりたい。
（２）メンタルヘルス対策については、職員の精神面における健康管理の
充実をはかるため、本省においては、健康相談室を設け専門医・臨床心理
士を配置するとともに、外部医療機関にも委託してメンタルヘルス相談を
実施しているところである。

平成１８年度からは、精神科医師による健康相談を週１回から週３回に
増やすなど、メンタルヘルス対策を強化したところである。

また、農林水産省共済組合では、電話で健康に関する相談のできる「健
康電話相談」を導入するとともに、全国約１００ケ所以上で面接による相
談のできる面接相談窓口を設置しているところである。

今後ともメンタルヘルス対策について積極的に取り組んで参りたい。

○児玉書記長
組織再編については要望事項ということで対応いただきたい。ただ、組

織再編に関する課題については、職員の身分・雇用・労働条件に密接に関
係するものであるので、機会あるたびに職員への説明を行うなど、きめ細
かい対応をお願いしたい。

超過勤務縮減に関してだが、平成２２年の超勤縮減目標の達成状況につ
いてお聞きしたい。また、今後の業務において、多くの超勤が予想される
係の把握や対応についても検討されているのか。

働きやすい職場の実現に向けての問題だが、パワハラやセクハラの問題
は、現行では本人が苦情相談窓口に相談することとなっているが、本人か
ら申し出るということは相手との関係もあり、なかなか申し出にくいと考
えられるので、もう少し本人からの申し出がしやすいようなルールになら
ないものか。

○大内総務課長
組織再編等、業務に関して必要な事項については、今まで同様、ライン
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を通じて説明して参りたい。
超勤縮減の達成状況について、今年は特別な要因として独法仕分け等の

業務があり、昨年を大幅に上回る超勤実績となっている。目標を達成する
のはかなり困難な状況であるが、「１人１日３０分早く帰ろう」運動や完
全定時退庁の取組強化等の方策を講じている。今後、多くの超勤が予想さ
れる係については、総務課から各課に対し、四半期ごとに業務の検証をお
願いしており、特定の職員に負担がかかることがないよう、各課において
把握しているものと考えている。

パワハラ・セクハラの問題は、繰り返しになるが各管理者に対し、局議
の場で人事院通知を周知したところである。ご発言のとおり、パワハラ・
セクハラを受けていると感じた者が苦情処理相談しにくい状況があるとの
ことであるが、人事院等にも相談窓口は設置されているので、そちらも活
用していただくようお願いしたい。

○久保田委員長
技術会議分会として新たな労使関係が構築されて初めての交渉であった

が、総務課長からは誠意を持って対応して頂いた。
今後も職員の健康面等々明るい職場作りに努めて頂きたい。

以 上






